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詞林　第65号　2019年4月

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
―

　

菅
原
道
真
が
派
遣
可
否
の
再
検
討
を
請
う
た
状
に
よ
っ
て
遣
唐
使
が

廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
遣
唐
使
派
遣
が
模
索
さ
れ
な
が

ら
、
結
局
、
唐
が
滅
亡
し
て
し
ま
い
、
新
た
な
発
遣
が
行
わ
れ
ず
、
結

果
的
に
遣
唐
使
自
体
が
終
焉
し
た
、
と
い
う
の
が
、
近
年
の
寛
平
の
遣

唐
使
に
関
す
る
見
方
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
経
過
中
、
道
真
が
遣
唐
使
再
検
討
の
状
を
提
出
し
た
の
は
、
道

真
自
身
が
渡
唐
を
不
安
に
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ

れ
は
道
真
の
作
品
に
根
拠
を
置
い
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
遣
唐
使
計
画
が

存
続
し
、
道
真
自
身
も
長
く
遣
唐
大
使
の
肩
書
き
を
用
い
て
い
た
わ
け

で
、
そ
の
事
実
と
道
真
の
不
安
に
は
ど
の
よ
う
な
整
合
性
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
遣
唐
使
計
画
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
資
料
と
し
て
、
副
使
紀
長
谷
雄
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
論
者
も
い

る（
（
（

。
こ
れ
ら
は
、
遣
唐
大
使
、
副
使
と
い
う
当
事
者
が
、
渡
唐
へ
の
心

情
を
漢
詩
文
に
記
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
家
に
よ
る
論
述

だ
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
実
際
に
遣
唐
使
に
赴
い
た
、
し
か

も
、
遣
唐
使
を
率
い
る
立
場
の
人
間
が
残
し
た
心
情
と
し
て
貴
重
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
渡
唐
へ
の
心
情
を
描
い
た
作
品
と
し
て
理
解
す
べ
き

か
、
漢
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
前
に
、
遣
唐
使
関
連
に
関
わ
る
道
真
の
二
篇
の
文
章
を
確
認
し

て
お
く
。
現
在
史
家
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
一
定
の
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

私
見
で
も
全
体
の
概
要
や
遣
唐
使
の
経
緯
に
関
し
て
は
特
に
異
見
は
な

い
。
し
か
し
、
漢
文
と
し
て
読
め
ば
、
も
う
少
し
具
体
的
に
読
解
が
で

き
る
部
分
が
あ
る
。
道
真
ら
の
詩
文
の
内
容
を
再
検
討
す
る
に
し
て
も
、

そ
の
前
提
と
し
て
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
ま
ず
こ
の
二
篇
を
再
検
討
す
る
。
道
真
ら
の
漢
詩
文
に
つ
い
て
は

次
稿
に
譲
り
た
い
。

一
、
道
真
の
文
章
―
原
文
・
訓
読
・
通
釈
―

　

寛
平
の
遣
唐
使
の
基
礎
資
料
は
、
道
真
に
よ
る
二
篇
の
文
章
で
あ
る
。

「
請
令
諸
公
卿
議
定
遣
唐
使
進
止
状
」（『
菅
家
文
草
』
巻
九
。
以
下
「
状
」

菅
原
道
真
と
遣
唐
使
（
一
（

―
「
請
令
諸
公
卿
議
定
遣
唐
使
進
止
状
」「
奉
勅
為
太
政
官
報
在
唐
僧
中
瓘
牒
」
の
再
検
討
―

滝
川�　

幸
司

https://doi.org/10.18910/71477
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菅原道真と遣唐使（一）（滝川）

と
略
記
（、「
奉
勅
為
太
政
官
報
在
唐
僧
中
瓘
牒
」（
同
巻
十
。
以
下
「
牒
」

と
略
記
（
で
、
前
者
は
、
寛
平
六
年
九
月
十
四
日
、
後
者
は
、
同
年
七

月
二
十
二
日
の
日
付
を
持
つ
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
読
解
す
る
が
、
既
に
、

増
村
宏
「
遣
唐
使
の
停
廃
に
つ
い
て
（
第
一
章　

菅
家
文
草
の
史
料
、

第
二
章　

遣
唐
使
停
廃
の
諸
説
―
早
期
の
諸
説
―
、
第
三
章　

遣
唐
使

停
廃
の
諸
説
―
後
期
の
諸
説
―
、
第
四
章　

遣
唐
使
停
廃
の
諸
説
―
鈴

木
靖
民
氏
の
論
説
―
（」（『
遣
唐
使
の
研
究
』
同
朋
舍
出
版
・
一
九
八

八
年
、
一
九
七
五
～
七
六
年
初
出
（、
石
井
正
敏
ａ
「
い
わ
ゆ
る
遣
唐

使
の
停
止
に
つ
い
て
」（『
石
井
正
敏
著
作
集
2
遣
唐
使
か
ら
巡
礼
僧
へ
』

勉
誠
出
版
・
二
〇
一
八
年
、
一
九
九
〇
年
初
出
（、
石
井
ｂ
「
寛
平
六

年
の
遣
唐
使
計
画
に
つ
い
て
」（
同
前
、
二
〇
一
一
年
初
出
（、
渡
邊
誠

「
寛
平
の
遣
唐
使
派
遣
計
画
の
実
像
」（
史
人
5
・
二
〇
一
三
年
（
が
詳

細
な
読
解
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
石
井
ｂ
、
渡
邊
に
は
訓
読
・
通
釈
も

付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
基
づ
き
つ
つ
読
解
し
た
結
果
を
以

下
に
掲
げ
、
先
行
研
究
と
私
見
の
相
違
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

な
お
、
解
釈
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
増
村
、
石
井
ｂ
に
詳
細
な
紹
介

と
検
討
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

　

二
篇
の
文
章
の
原
文
・
訓
読
・
通
釈
を
あ
げ
る
。

　
　
　

請
令
諸
公
卿
議
定
遣
唐
使
進
止
状

右
、
臣
某
、
謹
案
在
唐
僧
中
瓘
去
年
三
月
附
商
客
王
訥
等
所
到
之

録
記
、
大
唐
凋
弊
、
載
之
具
矣
。
更
告
不
朝
之
問
、
終
停
入
唐
之

人
。
中
瓘
、
雖
区
区
之
旋
僧（

（
（

、
為
聖
朝
尽
其
誠
。
代
馬
越
鳥
、
豈

非
習
性
。
臣
等
伏
検
旧
記
、
度
度
使
等
、
或
有
渡
海
不
堪
命
者
、

或
有
遭
賊
遂
亡
身
者
。
唯
未
見
至
唐
有
難
阻
飢
寒
之
悲
。
如
中
瓘

所
申
報
、
未
然
之
事
、
推
而
可
知
。
臣
等
伏
願
、
以
中
瓘
録
記
之

状
、
遍
下
公
卿
博
士
、
詳
被
定
其
可
否
。
国
之
大
事
、
不
独
為
身
。

且
陳
款
誠
、
伏
請
処
分
。
謹
言
。

　
　
　

�

寛
平
六
年
九
月
十
四
日　

大
使
参
議
勘
解
由
次
官
従
四
位
下
兼

守
左
大
弁
行
式
部
権
大
輔
春
宮
亮
菅
原
朝
臣
某

　
　
　

�

諸
公
卿
を
し
て
遣
唐
使
の
進
止
を
議
定
せ
し
め
む
こ
と
を
請
ふ

状
右
、
臣
某
、
謹
み
て
在
唐
僧
中
瓘
の
去
年
三
月
商
客
王
訥
等
に
附

し
て
到
る
所
の
録
記
を
案
ず
る
に
、
大
唐
の
凋
弊
、
之
を
載
す
る

こ
と
具つ

ぶ

さ
な
り
。
更
に
不
朝
の
問
を
告
げ
、
終つ

い

に
入
唐
の
人
を
停

め
し
め
む
と
す
。
中
瓘
、
区
区
た
る
旋
僧
な
り
と
雖
も
、
聖
朝
の

為
に
其
の
誠
を
尽
く
す
。
代
馬
越
鳥
、
豈あ

に

習
性
に
非
ざ
ら
む
や
。

臣
等
伏
し
て
旧
記
を
検
す
る
に
、
度
度
の
使
等
、
或
い
は
海
を
渡

り
て
命
に
堪
へ
ざ
る
者
有
り
、
或
い
は
賊
に
遭
ひ
て
遂
に
身
を
亡

ぼ
す
者
有
り
。
唯た

だ

未
だ
唐
に
至
り
て
難
阻
飢
寒
の
悲

か
な
し
み

有
る
を
見

ず
。
中
瓘
の
申
報
す
る
所
の
如
き
は
、
未
だ
然し

か

ら
ざ
る
事
、
推
し

て
知
る
べ
し
。
臣
等
伏
し
て
願
は
く
は
、
中
瓘
の
録
記
の
状
を
以

て
、
遍あ

ま
ね

く
公
卿
・
博
士
に
下
し
、
詳つ

ま
び

ら
か
に
其
の
可
否
を
定
め

ら
れ
む
こ
と
を
。
国
の
大
事
に
し
て
、
独
り
身
の
為
な
ら
ず
。

且し
ば
ら

く
款
誠
を
陳
べ
、
伏
し
て
処
分
を
請
は
む
。
謹
言
。
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�

寛
平
六
年
九
月
十
四
日　

大
使
参
議
勘
解
由
次
官
従
四
位
下
兼

守
左
大
弁
行
式
部
権
大
輔
春
宮
亮
菅
原
朝
臣
某

　
　
　

諸
公
卿
に
遣
唐
使
の
進
止
を
議
定
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
状

右
に
つ
い
て
、
臣
某
が
、
謹
ん
で
、
在
唐
僧
中
瓘
が
去
年
三
月
に

商
客
の
王
訥
等
に
託
し
て
〔
日
本
に
〕
到
着
し
た
所
の
記
録
を
勘

案
い
た
し
ま
す
と
、
大
唐
の
衰
え
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
記
載
す
る

こ
と
詳
細
で
ご
ざ
い
ま
す
。〔
中
瓘
は
〕
そ
の
上
に
不
朝
（
朝
貢

し
て
い
な
い
（
の
問
い
を
知
ら
せ
ま
す
が
、
最
後
に
は
入
唐
の
人

（
遣
唐
使
（
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
中
瓘
は
、
取

る
に
足
り
な
い
旋
僧
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
が
宇
多
天
皇

の
た
め
に
そ
の
誠
実
さ
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
代

馬
・
越
鳥
が
故
郷
を
思
う
の
は
、
ど
う
し
て
習
性
で
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
〔
中
瓘
が
こ
の
よ
う
な
録
記
を
送
っ
て
き
た
の

は
、
代
馬
越
鳥
の
よ
う
に
故
郷
を
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
〕。
臣

等
が
伏
し
て
古
い
記
録
を
検
討
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
度た

び

々た
び

の

使
等
は
、
あ
る
い
は
海
を
渡
っ
て
命
が
持
ち
堪こ

た

え
ら
れ
な
い
者
が

お
り
、
あ
る
い
は
賊
に
遭
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
者
が
お
り
ま
し
た
。

た
だ
、
唐
に
到
着
し
て
、
危
難
と
険
阻
、
飢
え
と
寒
さ
の
悲
し
み

〔
に
遇
う
こ
と
〕
は
ま
だ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。〔
従
っ
て
〕
中

瓘
の
申
し
伝
え
る
こ
と
が
、
ま
だ
こ
れ
ま
で
に
起
こ
っ
て
い
な
い

事
（
こ
れ
か
ら
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
（
な
の
は
、
推
し
て

知
る
べ
き
な
の
で
す
。
臣
等
が
伏
し
て
願
い
ま
す
に
は
、
中
瓘
の

録
記
の
状
を
、
広
く
公
卿
・
博
士
に
下
し
て
、
詳
細
に
そ
の
可
否

を
定
め
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
国
家
の
重
大
事
で
、
我
が
身
の
た

め
に
す
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ひ
と
ま
ず
〔
我
が
〕
誠
実
さ

を
述
べ
ま
し
て
、
伏
し
て
処
置
を
請
い
ま
す
。
謹
言
。

　
　
　

奉
勅
為
太
政
官
報
在
唐
僧
中
瓘
牒

　
　
　
　

太
政
官
牒
在
唐
僧
中
瓘　

報
上
表
状

牒
。
奉
勅
省
中
瓘
表
悉
之
。
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
。
一
書
数
行
、

先
憂
後
喜
。
脳（

（
（

源
茶
等
准
状
領
受
。
誠
之
為
深
、
溟
海
如
浅
。
来

状
云
、
温
州
刺
史
朱
褒
、
特
発
人
信
、
遠
投
東
国
。
波
浪
眇
焉
、

雖
感
宿
懐
、
稽
之
旧
典
、
奈
容
納
何
。
不
敢
固
疑
。
中
瓘
消
息
、

事
理
所
至
、
欲
罷
不
能
。
如
聞
、
商
人
説
大
唐
事
之
次
多
云
、
賊

寇
以
来
、
十
有
餘
年
、
朱
褒
独
全
所
部
、
天
子
特
愛
忠
勤
。
事
之

髣
髴
也
、
雖
得
由
緒
於
風
聞
、
苟
為
人
君
者
、
孰
不
傾
耳
以
悦
之
。

儀
制
有
限
、
言
申
志
屈
。
迎
送
之
中
、
披
陳
旨
趣
。
又
頃
年
頻
災
、

資
具
難
備
。
而
朝
議
已
定
。
欲
発
使
者
、
弁
整
之
間
、
或
延
年
月
。

大
官
有
問
、
得
意
叙
之
者
、
准
勅
牒
送
。
宜
知
此
意
。
沙
金
一
百

五
十
小
両
、
以
賜
中
瓘
。
旅
庵
衣
鉢
、
適
支
分
銖
。
故
牒
。

　
　
　

寛
平
六
年
七
月
廿
二
日
左
大
史
云
々

　
　
　

勅
を
奉

う
け
た
ま

は
り
て
太
政
官
の
為
の
在
唐
僧
中
瓘
に
報む

く

ゆ
る
牒

　
　
　
　

太
政
官
在
唐
僧
中
瓘
に
牒
す　

上
表
に
報
ゆ
る
状

牒
す
。
勅
を
奉
は
り
て
中
瓘
の
表
を
省み

る
に
之こ

れ

を
悉つ

く
せ
り
。
久
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し
く
兵
乱
に
阻は

ば

ま
れ
、
今
稍や

や

安
和
す
。
一
書
数
行
な
る
も
、
先
に

憂
ひ
後
に
喜
ぶ
。
脳
源
茶
等
状
に
准
じ
て
領
受
す
。
誠
の
深
き
為

る
や
、
溟
海
も
浅
き
が
如
し
。
来
状
に
云
ふ
、「
温
州
刺
史
朱
褒
、

特
に
人
信
を
発
し
て
、
遠
く
東
国
に
投
ぜ
む
と
す
」
と
。
波
浪
眇

焉
に
し
て
、
宿
懐
に
感
ず
と
雖
も
、
之
を
旧
典
に
稽か

ん
が

ふ
る
に
、

容
納
を
奈い

か
ん何
せ
む
。
敢
へ
て
固
疑
せ
ず
。
中
瓘
の
消
息
、
事
理
至

る
所
な
る
も
、
罷や

め
む
と
欲
す
れ
ど
も
能
は
ず
。
如き

く
な

聞ら
く

、
商
人

大
唐
の
事
を
説と

く
次つ

い
で

に
多
く
云
ふ
、「
賊
寇
以
来
、
十
有
餘
年
、

朱
褒
独
り
所
部
を
全
う
し
、
天
子
特
に
忠
勤
を
愛
す
」
と
。
事
の

髣
髴
た
る
や
、
由
緒
を
風
聞
に
得
た
り
と
雖
も
、
苟い

や
し

く
も
人
君

為
る
者
、
孰た

れ

か
耳
を
傾
け
て
以
て
之
を
悦
ば
ざ
ら
む
や
。
儀
制
に

限か
ぎ
り

有
り
、
言
申の

ぶ
る
も
志
屈
す
。
迎
送
の
中
、
旨
趣
を
披
陳
せ
む
。

又
頃
年
頻
り
に
災
あ
り
、
資
具
備
へ
難
し
。
而し

か

る
に
朝
議
已
に
定

ま
れ
り
。
使
者
を
発
せ
む
と
欲
す
る
も
、
弁
整
の
間
、
或
い
は
年

月
を
延の

べ
む
。
大
官
に
問
有
ら
ば
、
意
を
得
て
之
を
叙の

べ
よ
、
て

へ
れ
ば
、
勅
に
准
じ
て
牒
送
す
。
宜
し
く
此
の
意
を
知
る
べ
し
。

沙
金
一
百
五
十
小
両
、
以
て
中
瓘
に
賜
ふ
。
旅
庵
衣
鉢
、
適ま

さ

に
分

銖
を
支さ

さ

へ
よ
。
故

こ
と
さ
ら

に
牒
す
。

　
　
　

寛
平
六
年
七
月
廿
二
日
左
大
史
云
々

　
　
　

勅
を
承
っ
て
、
太
政
官
の
為
の
、
在
唐
僧
の
中
瓘
に
答
え
る
牒

　
　
　
　

�

太
政
官
が
在
唐
僧
の
中
瓘
に
牒
を
送
る　
　
〔
中
瓘
の
〕
上

表
に
答
え
る
状

牒
を
送
る
。
勅
を
承
っ
て
中
瓘
の
表
（
録
記
（
を
見
て
、
そ
の
内

容
を
詳
し
く
理
解
し
た
。
久
し
い
間
、
兵
乱
に
隔
て
ら
れ
て
い
た

が
、
今
は
少
し
落
ち
着
い
た
よ
う
だ
〔
そ
れ
で
録
記
を
送
っ
て
き

た
の
だ
〕。〔
中
瓘
の
録
記
は
〕
一
書
数
行
で
あ
る
が
、
先
に
憂
い

後
に
楽
し
む
〔
と
い
う
天
子
へ
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
〕。〔
と
も

に
送
っ
て
き
た
〕脳
源
茶
等
も
状
に
准
じ
て
受
領
し
た
。〔
中
瓘
の
〕

誠
の
深
さ
は
、
大
海
も
浅
く
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。〔
中
瓘
の
〕

来
状
（
録
記
（
に
い
う
と
こ
ろ
で
は
、「
温
州
刺
史
朱
褒
は
、
特

別
に
使
者
を
発
遣
し
、
遠
く
東
国
（
日
本
（
に
送
ろ
う
と
し
て
い

る
」
と
い
う
。〔
唐
と
日
本
は
〕
大
波
を
隔
て
て
遙
か
遠
く
、〔
朱

褒
の
〕
宿
願
に
〔
我
々
は
〕
心
を
動
か
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と

を
旧
典
に
尋
ね
て
み
る
と
、〔
使
者
を
〕
受
け
入
れ
る
こ
と
は
ど

う
し
て
で
き
よ
う
か
。〔
し
か
し
朱
褒
の
宿
願
に
つ
い
て
は
〕
決

し
て
疑
わ
な
い
。
中
瓘
の
書
状
は
、〔
遣
唐
使
停
止
に
つ
い
て
〕

道
理
を
尽
く
し
て
い
る
が
、〔
我
々
は
、
遣
唐
使
派
遣
を
〕
止
め

よ
う
と
し
て
も
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
商
人
が
大
唐
の
こ
と
を
説
く
際
に
多
く
云
う
こ
と
に
は
、「
賊

（
黄
巣
の
乱
（
以
来
、
十
年
餘
、
朱
褒
だ
け
が
部
署
を
全
う
し
、

天
子
が
特
に
そ
の
忠
勤
を
慈
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
。〔
朱

褒
に
関
す
る
〕
事
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
噂
に
よ
っ
て
そ
の

来
歴
を
得
た
か
ら
だ
け
れ
ど
も
、
仮
に
も
君
主
た
る
者
は
、
誰
が

耳
を
傾
け
て
悦
ば
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
礼
式
・
制
度
（
旧
典
（

に
制
限
が
あ
り
、〔
我
々
の
〕
言
葉
は
伸
び
や
か
だ
が
、
志
は
屈
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し
て
い
る
。〔
朱
褒
の
使
者
が
や
っ
て
き
た
場
合
、
使
者
を
〕
送

迎
す
る
間
に
、
こ
の
趣
旨
を
弁
明
し
よ
う
。
ま
た
こ
の
数
年
頻
り

に
災
厄
が
起
こ
り
、
日
常
の
具
で
す
ら
準
備
が
難
し
い
。
し
か
し
、

朝
廷
の
議
で
は
既
に
〔
遣
唐
使
派
遣
は
〕
決
定
し
て
い
る
。
使
者

（
遣
唐
使
（
を
発
遣
し
よ
う
と
願
っ
て
い
る
が
、〔
準
備
を
〕
整
え

る
間
、
あ
る
い
は
〔
発
遣
の
〕
年
月
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ

う
。
大
官
（
朱
褒
（
が
問
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、〔
我
々
の
〕
趣
旨

を
理
解
し
て
こ
の
事
情
を
述
べ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

勅
に
準
じ
て
牒
を
送
っ
て
通
知
す
る
。
こ
の
趣
意
を
承
知
す
る
よ

う
に
。
砂
金
百
五
十
小
両
を
、
中
瓘
に
賜
う
。
旅
宿
や
衣
鉢
な
ど

の
用
具
に
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
支
え
と
せ
よ
。
特
別
に
牒
を
送

る
。二

、
読
解
に
関
す
る
諸
問
題

1　
「
状
」
に
つ
い
て

　
「
状
」
に
つ
い
て
は
、
細
か
な
部
分
だ
が
、「
聖
朝
」
の
解
釈
に
つ
い

て
疑
問
が
あ
る
。
石
井
ｂ
は
「
日
本
」、
渡
邊
は
そ
の
ま
ま
「
聖
朝
」

と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
今
の
天
子
の
時
代
を
尊
ん
で
い
う
、
ま

た
は
、
天
子
そ
の
も
の
を
指
す
。
こ
こ
は
後
者
で
、
当
代
、
宇
多
天
皇

を
い
う
。
後
漢
の
陳
琳
「
檄
二
呉
将
校
部
曲
一
文
」（『
文
選
』
巻
四
十
四
（

に
「
聖
朝
寬
仁
覆
載
、
允
信
允
文
。
大
啓
爵
命
、
以
示
四
方
」（
聖
朝

は
寬
仁
覆
載
に
し
て
、
允ま

こ
と

に
信
に
し
て
允
に
文
な
り
。
大
い
に
爵
命

を
啓ひ

ら

き
て
、
以
て
四
方
に
示
す
（
と
あ
る
の
が
古
い
例
で
、
こ
の
「
聖

朝
」
は
後
漢
の
献
帝
を
指
す（

（
（

。

　

こ
の
「
状
」
か
ら
は
、
昨
年
三
月
に
王
訥
に
託
さ
れ
た
中
瓘
の
「
録

記
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
「
録
記
」
に
は
「
大
唐
の
凋
弊
」

が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
不
朝
之
問
」（
遣

唐
使
を
発
遣
し
な
い
問
（
を
告
げ
る
者
が
い
る
が
、
中
瓘
は
「
入
唐
之

人
」（
遣
唐
使
（
を
停
止
し
た
方
が
い
い
と
伝
え
た
の
で
あ
る
。「
不
朝

の
問
」
を
発
し
た
の
は
、「
牒
」
に
よ
れ
ば
、
温
州
刺
史
朱
褒
で
あ
る（

（
（

。

　

つ
ま
り
、
中
瓘
の
「
録
記
」
は
、
朱
褒
か
ら
の
「
不
朝
の
問
」
を
伝

え
た
の
だ
が
、
中
瓘
自
身
は
「
大
唐
の
凋
弊
」
を
詳
細
に
記
し
た
上
、

入
唐
は
停
止
す
べ
き
だ
と
の
意
見
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
道
真
は
、「
旧

記
」を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、唐
に
着
く
以
前
は
と
も
か
く
、唐
に
入
っ

て
か
ら
は
安
全
で
あ
っ
た
が
、
中
瓘
の
伝
え
て
き
た
内
容
は
、
そ
れ
ま

で
と
は
異
な
る
事
情
で
あ
り
、
こ
の
新
し
い
中
瓘
の
情
報
を
共
有
し
て
、

公
卿
・
博
士
に
遣
唐
使
進
止
の
可
否
を
再
検
討
し
て
欲
し
い
と
願
う
の

で
あ
る
。

　

こ
の
「
状
」
執
筆
以
前
、
中
瓘
の
「
録
記
」
が
届
い
た
後
、
そ
れ
に

応
え
た
の
が
「
牒
」
で
あ
る
。
中
瓘
の
「
録
記
」
は
、「
状
」
に
よ
れ
ば
、

「
去
年
三
月
」
に
王
訥
に
託
さ
れ
た
が
、
日
本
に
到
着
し
た
の
は
、
翌

寛
平
六
年
五
月
で
あ
る（

（
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
「
牒
」
が
出
さ
れ

た
の
が
、
七
月
二
十
二
日
で
、「
牒
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
間
に
遣
唐
使

派
遣
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。

　

続
い
て
、「
牒
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
と
私
見
が
異
な
る
部
分
を

検
討
し
よ
う
。
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2　
「
牒
」
に
つ
い
て

ａ　
「
省
中
瓘
表
悉
之
。
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
」

　
「
省
中
瓘
表
悉
之（

（
（

」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
特
に
言
及
さ
れ
な

い
が
、「
省
～
悉
之
」
は
、～
を
見
て
、
そ
れ
を
詳
し
く
理
解
し
た
の
意
。

中
瓘
の
表
を
見
た
と
こ
ろ
内
容
を
詳
し
く
理
解
し
た
、
そ
こ
で
い
う
の

だ
が
…
…
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
同
様
の
構
文
は
勅
答
な
ど
に
見
え

る
。
貞
観
十
四
年
十
月
十
日
、
藤
原
基
経
が
、
故
良
房
の
封
邑
を
辞
す

表
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
を
承
け
て
「
勅
答
曰
、
省
表
悉
之
。
故
太
政

大
臣
忠
仁
公
、
保
養
朕
躬
、
丕
訓
苦
切
」（
勅
答
に
曰
は
く
、
表
を
省

る
に
之
を
悉
く
せ
り
。
故
太
政
大
臣
忠
仁
公
、
朕
が
躬
を
保
養
し
、
丕

訓
す
る
こ
と
苦
だ
切
な
り
（と
あ
る（『
日
本
三
代
実
録
』（。基
経
の「
表
」

を
見
て
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
知
っ
た
、
そ
こ
で
い
う
の
だ
が
、
故
太

政
大
臣
忠
仁
公
は
、
私
を
保
養
し
、
大
き
な
教
え
を
垂
れ
る
こ
と
甚
だ

懇
ろ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
次
は
近
似
し
た
例
。
貞
観
十
五
年
四
月
十

六
日
、
左
大
臣
源
融
が
食
封
千
戸
を
返
還
す
る
こ
と
を
請
う
表
を
提
出

し
た
が
、
そ
れ
を
承
け
た
勅
答
は
、「
来
表
悉
之
。
朕
、
仰
慙
玄
鑒
、

俯
愧
蒼
生
。
所
憑
者
輔
弼
忠
良
、
所
渇
者
苦
言
切
諌
」（
来
表
之
を
悉

く
せ
り
。
朕
、
仰
ぎ
て
玄
鑒
に
慙
ぢ
、
俯
し
て
蒼
生
に
愧
づ
。
憑た

の

む
所

は
輔
弼
・
忠
良
に
し
て
、渇ね

が

ふ
所
は
苦
言
・
切
諌
な
り
（と
始
ま
る（
同

前
（。
こ
の
勅
答
は
道
真
の
作
で
あ
る
（『
菅
家
文
草
』
巻
八
（。
届
け

ら
れ
た
表
の
内
容
を
十
分
承
知
し
た
、
そ
こ
で
い
う
の
だ
が
、
朕
は
、

仰
い
で
は
優
れ
た
見
識
に
恥
ず
か
し
く
思
い
、
臥
し
て
は
人
び
と
に
恥

ず
か
し
く
思
う
、
頼
り
に
す
る
の
は
輔
弼
、
忠
良
の
臣
で
あ
り
、
願
う

と
こ
ろ
は
、
苦
言
や
諫
言
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
例
を
見
れ
ば
、「
省
～
悉
之
」
は
、
送
ら
れ
た
文
書
の
内

容
を
承
知
し
た
こ
と
を
い
い
、
そ
の
上
で
、
文
書
を
受
け
取
っ
た
側
の

見
解
を
述
べ
る
文
脈
で
あ
る
。
文
書
を
承
け
て
、
相
手
を
称
揚
す
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
自
身
を
卑
下
す
る
場
合
も
あ
る
。

　
「
牒
」
と
同
じ
く
外
交
に
関
わ
る
例
も
あ
る
。
天
長
三
年
五
月
十
五
日
、

渤
海
王
に
天
皇
が
出
し
た
詔
書（『
類
聚
国
史
』巻
百
九
十
四
・
渤
海
下
（

に
は
、「
使
承
祖
等
、
転
送
在
唐
学
問
僧
霊
仙
表
物
来
。
省
啓
悉
之
。

載
深
嘉
慰
。
王
、
信
確
金
石
、
操
貞
松
筠
」（
使
の
承
祖
等
、
在
唐
学

問
僧
霊
仙
の
表
物
を
転
送
し
来
る
。
啓
を
省
る
に
之
を
悉
く
せ
り
。

載す
な
は

ち
嘉
慰
を
深
く
す
。
王
、
信
の
確
た
る
こ
と
金
石
に
し
て
、
操
の

貞
な
る
こ
と
松
筠
な
り
（
と
あ
る
。
渤
海
国
使
の
高
承
祖
が
、
在
唐
僧

霊
仙
の
「
表
物
」
を
転
送
し
て
き
た
。
渤
海
王
の
「
啓
」
も
当
然
も
た

ら
さ
れ
た
の
だ
が
、
渤
海
王
が
伝
え
る
こ
と
は
、
そ
の
啓
を
見
て
十
分

承
知
し
た
、
と
い
う
。
啓
を
受
け
取
っ
て
、「
嘉
慰
」
を
深
く
し
、
そ

し
て
、
渤
海
王
の
、「
金
石
」
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
「
確か

た

」
い
「
信
」、「
松

筠
」
の
よ
う
に
変
わ
ら
な
い
貞
節
の
あ
る
「
操
」
を
称
え
る
。

　

本
「
牒
」
は
、
太
政
官
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
以
上
の
例

を
勘
案
す
れ
ば
、「
省
中
瓘
表
悉
之
」
に
続
く
「
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
。

…
…
」
は
、「
中
瓘
表
」（
録
記
（
を
受
け
取
り
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に

知
っ
た
、
太
政
官
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
」
は
、
増
村
以
下
、「
中
瓘
表
」
の
文
言
で

あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
石
井
ｂ
、
渡
邊
も
、
こ
の
部
分
を
解
釈
す
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る
際
、「
」
で
括
り
、「
表
」
か
ら
の
引
用
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ（

（
（

。

し
か
し
、
前
掲
の
用
例
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
に
、
受
け
取
っ

た
文
書
を
引
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
文
書
を
受
け
取
っ
た
側
の
見
解
が

述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、「
兵
乱
」
と
記
さ
れ
る
以
上
、
当
時

日
本
で
は
こ
う
し
た
騒
ぎ
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
唐
の
情
勢

を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。「
今
稍
安
和
」
は
、
通
説
で
は
、
唐
の
「
兵
乱
」

が
今
は
「
安
和
」
と
な
っ
た
と
す
る
が
、
そ
う
な
る
と
、「
状
」
の
「〔
中

瓘
の
書
状
は
〕
大
唐
の
凋
弊
、
之
を
載
す
る
こ
と
具
さ
な
り
」
と
矛
盾

す
る
。「
同
じ
中
瓘
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
、
唐
の
国
内
情
勢
の
判
断
は
、

楽
観
・
悲
観
の
両
様
に
立
て
ら
れ
て
い
る（

10
（

」
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
増
村
「
菅
家
文
草
の
史
料
」
は
、「
牒
」
が
「「
在
唐
僧
中
瓘
」

個
人
に
あ
て
た
太
政
官
牒
で
あ
る
が
、
中
瓘
の
背
後
に
あ
っ
て
、
中
瓘

と
接
触
す
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
「
大
官
」
の
存
在
を
十
分
に
意

識
し
た
、
い
わ
ば
対
外
的
性
格
を
持
っ
た
文
書
」
で
、「
状
」
が
「
公

卿
博
士
に
よ
る
遣
唐
使
発
遣
の
再
検
討
を
奏
請
し
て
い
る
国
内
文
書
」

で
あ
る
と
い
う
、
性
格
の
相
違
に
理
由
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
文

書
の
性
格
の
相
違
が
、
唐
の
情
勢
理
解
の
違
い
と
な
る
の
か
、
疑
問
で

あ
る
。

　

こ
の
矛
盾
の
解
消
に
は
、「
安
和
」
の
解
釈
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

「
兵
乱
」
は
唐
の
情
勢
を
示
す
と
し
て
も
、「
安
和
」
は
唐
で
は
な
く
、

中
瓘
の
情
況
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
兵
乱
に
阻
ま
れ
て
、

我
々
か
ら
隔
た
れ
て
い
る
が
、
今
、
中
瓘
は
や
や
落
ち
着
い
た
よ
う
だ
、

と
、
太
政
官
側
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
安
和
」
は
、
道
真
に
「
朕
之
砭
石
、
朕
之

股
肱
、
豈
図
令
股
肱
不
安
和
、
為
砭
石
所
治
摂
（
朕
の
砭
石
、
朕
の
股

肱
、
豈
図
ら
む
や
股
肱
を
し
て
安
和
せ
ざ
ら
し
め
、
砭
石
の
治
摂
す
る

所
と
為
ら
む
を
（」（「
答
丁
太
政
大
臣
謝
丙
為
レ
病
賜
二
度
者
一
免
乙
罪
人
甲

勅
」『
菅
家
文
草
』
巻
八
（
と
、
太
政
大
臣
基
経
が
病
に
あ
る
こ
と
を
「
安

和
な
ら
ず
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
状
態
に
も
用
い
る
。『
高

野
雑
筆
集
』
に
収
め
ら
れ
る
、
永
忠
か
ら
空
海
宛
か
と
推
測
さ
れ
る
書

簡

（
11
（
（
20
（
に
「
惟
動
用
安
和
」（
惟お

も

ひ
み
る
に
動
用
安
和
な
ら
む
（
と
、

空
海
の
「
動
用
」（
動
静
（
が
「
安
和
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
も

参
考
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
牒
」
の
「
久
阻
兵
乱
、
今
稍
安
和
」
は
、

兵
乱
が
続
い
て
い
る
が
、
今
、
中
瓘
は
少
し
落
ち
着
く
情
況
と
な
っ
た
、

だ
か
ら
「
録
記
」
も
送
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
、
と
い
う
太
政
官
側

の
見
解
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
先
に
検

討
し
た
勅
答
の
文
脈
・
構
文
と
も
合
う
。

ｂ　
「
一
書
数
行
、
先
憂
後
喜
」

　

こ
の
箇
所
も
私
見
は
異
な
る
。
こ
こ
は
、
前
掲
渤
海
王
へ
の
勅
答
で
、

渤
海
王
の
「
信
」
と
「
操
」
を
称
え
た
文
脈
に
近
い
。「
一
書
数
行
」

は
中
瓘
の
「
録
記
」
を
指
す
。「
先
憂
後
喜
」
は
、
中
瓘
の
、
天
子
に

仕
え
る
心
情
を
表
し
て
、
中
瓘
の
「
誠
」
を
称
え
る
と
考
え
る
。
石
井

ｂ
は
こ
の
部
分
を
「（
同
じ
書
面
の
中
で
（
兵
乱
を
伝
え
る
部
分
に
は

憂
い
、
安
定
し
て
き
た
と
い
う
箇
所
で
は
喜
ん
で
い
る
」
と
し
、
渡
邊

は
「（
兵
乱
を
伝
え
る
（
最
初
の
部
分
で
は
（
渦
中
に
あ
る
中
瓘
の
身
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の
安
全
を
（
憂
慮
し
た
が
、
後
半
で
は
（
兵
乱
が
落
ち
着
い
て
中
瓘
も

無
事
と
い
う
こ
と
で
（
喜
ん
で
い
る
」
と
解
す
。
両
説
と
も
、
前
文
の

「
兵
乱
」「
安
和
」
を
唐
の
情
勢
と
の
解
釈
し
て
、
そ
れ
と
連
動
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
文
の
解
釈
が
私
見
で
は
異
な
る
こ
と
は
既
に

述
べ
た
通
り
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
先
憂
後
喜
」
は
、
恐
ら
く
次
に
引
く
『
大
載
礼
記
』
曾
子
立
事
に

基
づ
く
。

居
上
位
而
不
淫
、
臨
事
而
栗
者
、
鮮
不
済
矣
。
先
憂
事
者
、
後
楽

事
。
先
楽
事
者
、
後
憂
事
。

　
　
　

�

上
位
に
居
て
淫
せ
ず
、
事
に
臨
み
て
栗お

の
の

く
者
は
、
済な

ら
ざ
る

鮮す
く
な

し
。
先
に
事
を
憂
ふ
る
者
は
、
後
に
事
を
楽
し
む
。
先
に

事
を
楽
し
む
者
は
、
後
に
事
を
憂
ふ
。

　
「
上
位
」
に
い
て
過
度
に
な
ら
ず
、
事
に
臨
ん
で
恐
れ
慎
む
者
は
、

成
就
し
な
い
こ
と
は
少
な
い
。
先
に
事
を
憂
い
て
心
配
し
た
者
は
、
後

に
事
を
楽
し
み
、
先
に
事
を
楽
し
ん
だ
者
は
、
後
に
憂
う
、
つ
ま
り
、

事
に
臨
ん
で
恐
れ
慎
み
、
先
に
憂
え
て
お
け
ば
、
事
が
成
就
す
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
後
文
に
、「
天
子
」
は
「
其
の
四
海
の
内
」
を
思
っ

て
「
戦
戦
」
と
し
て
「
乂お

さ

」
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
「
恐
」
れ
、

「
諸
侯
」
は
「
其
の
四
封
の
内
」
を
思
っ
て
「
戦
戦
」
と
し
て
そ
れ
を
「
失

損
」
す
る
こ
と
を
「
恐
」
れ
、「
大
夫
・
士
」
は
「
其
の
官
」
を
思
っ

て
「
戦
戦
」
と
し
て
「
勝た

」
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
「
恐
」
れ

る
と
い
う
。
先
に
憂
う
と
は
、「
天
子
」「
諸
侯
」「
大
夫
・
士
」
ら
の

心
構
え
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
戦
兢
兢
と
慎
重
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
後
に
「
楽
」
し
む
の
で
あ
る
。「
牒
」
の
理
解
に
は
、
君
主

に
仕
え
る
「
大
夫
・
士
」
の
例
が
参
考
に
な
ろ
う
。
彼
ら
は
、
君
主
の

た
め
に
、
そ
の
官
を
戦
戦
兢
兢
と
務
め
よ
う
と
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
後
の
「
楽
」
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
中
瓘
は
、「
大
夫
・
士
」
の
よ

う
に
「
官
」
を
持
つ
臣
下
で
は
な
い
が
、「
状
」
に
「
聖
朝
の
為
に
其

の
誠
を
尽
く
す
」
―
「
聖
朝
」（
当
代
の
天
子
（
の
た
め
に
そ
の
精
誠

を
尽
く
す
者
と
評
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
牒
」
に
い
う
「
先
憂
後
楽
」

と
は
、
中
瓘
の
書
状
が
、
そ
う
し
た
中
瓘
の
心
情
を
伝
え
て
い
る
と
称

え
る
の
で
あ
る
。

　
「
先
憂
後
楽
」
そ
の
ま
ま
の
例
は
見
出
し
が
た
い
が
、
近
似
し
た
表

現
と
し
て
、
盛
唐
の
杜
甫
「
奉
レ
謝
下
口
勅
放
中
三
司
推
問
上
状
」
に
「
無

任
先
懼
後
喜
之
至
、
謹
詣
閣
門
、
進
状
奉
謝
以
聞
」（
先
懼
後
喜
の
至

に
任た

ふ
る
無
く
、
謹
み
て
閣
門
に
詣い

た

り
て
、
状
を
進
じ
謝
し
奉
り
て
以

聞
す
（
と
「
先
懼
後
喜
」
の
例
が
あ
る
。
こ
の
「
無
任
～
之
至
、
～
以

聞
」
の
構
文
は
、
状
・
表
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
梁
の
任
昉

「
為
二
褚
諮
議
蓁
一
譲
二
代
レ
兄
襲
レ
封
一
表
」（『
文
選
』
巻
三
十
八
（
に
「
不

勝
丹
慊
之
至
、
謹
詣
闕
、
拝
表
以
聞
」（
丹
慊
の
至
に
勝た

へ
ず
、
謹
み

て
闕
に
詣
り
て
、
拝
表
し
て
以
聞
す
（
と
、「
丹
慊
」（
赤
誠
（
の
至
り

に
堪
え
か
ね
て
、
宮
城
に
到
り
上
表
す
る
と
い
う
。
初
唐
の
李
嶠

「
譲
二
知
政
事
一
表
」
の
「
無
任
慚
懼
屏
営
之
至
、
謹
詣
朝
堂
、
奉
表
陳

譲
以
聞
」（
慚
懼
屏
営
の
至
に
任
ふ
る
無
く
、
謹
み
て
朝
堂
に
詣
り
て
、

表
を
奉
じ
譲
ら
む
こ
と
を
陳
べ
て
以
聞
す
（
は
、「
慚
懼
」（
恥
じ
恐
れ

る
（「
屏
営
」（
恐
れ
お
の
の
く
（
に
堪
え
き
れ
ず
、
白
居
易
「
為
二
宰



― 25 ―

菅原道真と遣唐使（一）（滝川）

相
一
譲
レ
官
表
」（『
白
氏
文
集
』
巻
四
十
四
・
1998
（
の
「
無
任
懇
款
屏

営
之
至
、
謹
奉
表
、
陳
譲
以
聞
」（
懇
款
屏
営
の
至
に
任
ふ
る
無
く
、

謹
み
て
表
を
奉
じ
て
、
譲
ら
む
こ
と
を
陳
べ
て
以
聞
す
（
は
「
懇
款
」

（
誠
意
（「
屏
営
」
に
堪
え
き
れ
ず
上
表
す
る
の
で
あ
る
。
道
真
に
も

「
為
二
太
政
大
臣
一
謝
下
加
二
年
官
一
賜
中
随
身
上
第
一
表
」（『
菅
家
文
草
』

巻
十
（
に
「
不
任
懇
款
屏
営
之
至
、
謹
修
表
状
、
陳
譲
以
聞
」（
懇
款

屏
営
の
至
に
任
へ
ず
、
謹
み
て
表
状
を
修
し
、
譲
ら
む
こ
と
を
陳
べ
て

以
聞
す
（
と
同
様
の
例
が
あ
る
。

　

天
子
に
仕
え
る
恐
懼
あ
る
い
は
誠
意
に
堪
え
き
れ
ず
上
表
す
る
と
い

う
文
脈
で
あ
り
、「
丹
慊
」「
慚
懼
」「
屏
営
」
は
天
子
へ
仕
え
る
心
情

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
構
文
で
作
ら
れ
た
杜
甫
の
「
先
懼
後

喜
」
も
天
子
に
仕
え
る
心
情
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
大
戴
礼
記
』
及
び
杜
甫
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
先
憂
後
楽
」
は
、

中
瓘
の
書
状
に
見
え
る
、
天
子
に
対
す
る
心
情
を
示
し
た
表
現
で
あ
ろ

う
。「
聖
朝
の
為
に
其
の
誠
を
尽
く
す
」、
そ
の
「
誠
」
が
表
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
牒
」
に
於
い
て
「
誠
の
深
き
為
る
や
、
溟
海

も
浅
き
が
如
し
」
と
の
表
現
に
繋
が
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

前
掲
、
天
長
三
年
の
渤
海
王
へ
の
詔
書
で
は
「
啓
を
省
る
に
之
を
悉

く
せ
り
。
載
ち
嘉
慰
を
深
く
す
。
王
、
信
の
確
た
る
こ
と
金
石
に
し
て
、

操
の
貞
な
る
こ
と
松
筠
な
り
」
と
、
渤
海
王
の
「
啓
」
を
喜
び
、
王
の

「
信
」
と
「
操
」
を
称
え
て
い
た
。「
牒
」
も
同
様
で
、
中
瓘
書
状
を
「
先

憂
後
楽
」
が
記
さ
れ
て
い
た
と
賞
賛
し
て
い
る
文
脈
で
あ
ろ
う
。

ｃ　
「
事
理
所
至
、
欲
罷
不
能
」

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
石
井
ｂ
は
こ
の
箇
所
を
中
瓘

の
「
録
記
」
の
内
容
と
考
え
、「
し
か
し
な
が
ら
中
瓘
の
書
状
で
は
、

朱
褒
の
道
理
に
基
づ
く
決
意
は
固
く
、
中
止
す
る
気
持
ち
は
な
い
よ
う

だ
」
と
解
す
。
こ
れ
に
対
し
渡
邊
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

石
井
氏
は
、
文
脈
上
、
こ
の
箇
所
の
前
後
は
全
て
朱
褒
に
関
す
る

話
題
を
述
べ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
の
「
罷
」
の
行
動
の
対
象
と
な

る
の
は
朱
褒
の
「
人
信
」（
使
者
派
遣
（
以
外
に
は
な
い
と
指
摘

す
る
。
こ
の
点
は
増
村
説
と
変
わ
ら
ず
、
筆
者
も
同
感
で
あ
り
、

「
罷
」
の
対
象
を
日
本
の
遣
唐
使
派
遣
と
理
解
す
る
他
説
に
は
、

従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…

　

し
か
し
、
朱
褒
が
「
発
二
人
信
一
」
と
い
う
行
動
を
「
罷
め
ん

と
欲
す
」
と
少
し
で
も
考
え
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
朱
褒
の

使
者
派
遣
と
い
う
行
動
に
対
し
て
躊
躇
の
念
を
抱
く
の
は
む
し
ろ

日
本
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
中
瓘
消
息
」
が
指
す
の

は
「
事
理
所
レ
至
」
ま
で
と
解
釈
し
つ
つ
、
石
井
氏
の
「
事
理
」

の
理
解
を
取
り
入
れ
た
う
え
で
、
石
井
説
と
同
様
に
「
罷
」
の
対

象
を
朱
褒
の
「
人
信
」
と
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
の
主
語
を
朱
褒
で

は
な
く
日
本
の
朝
廷
と
捉
え
、「
や
め
る
」
で
は
な
く
「
し
り
ぞ

け
る
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
増
村
氏
の
説
を
支
持
し
た
い
。

と
述
べ
、「
中
瓘
の
書
状
に
よ
れ
ば
、（
唐
室
へ
の
忠
誠
を
果
た
そ
う
と

い
う
朱
褒
の
意
志
は
（
道
理
に
叶
っ
て
い
て
、（
朱
褒
の
使
者
派
遣
を
（

断
ろ
う
に
も
断
り
切
れ
な
い
」
と
解
釈
す
る
。
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両
者
と
も
「
欲
罷
不
能
」
を
「
牒
」
の
文
脈
の
み
で
解
釈
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
欲
罷
不
能
」
に
は
出
典
が
あ
る
。『
論
語
』

子
罕
篇
で
、
顔
淵
が
孔
子
を
称
え
た
言
葉
に
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

顔
淵
喟
然
歎
曰
、
…
…
夫
子
循
循
然
善
誘
人
。
博
我
以
文
、
約
我

以
礼
。
欲
罷
不
能
、
既
竭
吾
才
。

　
　
　

�

顔
淵
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
は
く
、
…
…
夫
子
循
循
然
と
し
て

善
く
人
を
誘
ふ
。
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
、
我
を
約
す
る

に
礼
を
以
て
す
。
罷
め
む
と
欲
す
る
も
能
は
ず
、
既
に
吾
が
才

を
竭
く
す
。

　
「
循
循
然
」
は
「
次
序
貌
」（
魏
の
何
晏
『
論
語
集
解
』（
で
、
順
序
だ
っ

て
い
る
こ
と
。「
約
」
は
、
集
解
所
引
の
孔
安
国
が
「
節
約
」
と
い
い
、

無
駄
を
省
く
、
引
き
締
め
る
、
梁
の
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
が
「
約
束
」

で
、
一
つ
に
束
ね
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
欲
罷
不
能
」
は
、

皇
侃
疏
に
「
文
博
礼
束
、
故
我
雖
欲
罷
止
而
不
能
止
也
」（
文
も
て
博

め
礼
も
て
束つ

か

ぬ
、
故
に
我
罷や

み
止や

め
む
と
欲
す
と
雖
も
而し

か
れ

ど
も
止
む

る
能
は
ざ
る
な
り
（
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
が
「
文
」
で
私
を
広
め
、

「
礼
」
で
引
き
締
め
て
下
さ
る
の
だ
、
だ
か
ら
止
め
よ
う
と
し
て
も
止

め
ら
れ
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
皇
侃
疏
に
「
罷
止
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
罷
」
は
「
止
」
の
意
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
用
例
を
確
認
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
後
漢
の
陳
琳

「
答
二
東
阿
王
一
牋
」（『
文
選
』
巻
四
十
（
に
は
、
東
阿
王
が
示
し
た
「
亀

賦
」
を
称
え
る
文
脈
で
、「
載
懽
載
笑
、
欲
罷
不
能
」（
載す

な
は

ち
懽よ

ろ
こ

び
載

ち
笑
ひ
、
罷
め
む
と
欲
す
れ
ど
も
能
は
ず
（
と
あ
る
。
日
本
の
例
と
し

て
も
高
丘
五
常
「
為
二
在
納
言
一
建
二
立
奨
学
院
一
状
〈
作
二
宅
一
区
一、在
二

左
京
三
条
一
〉」（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
・
143
（
に
「
行
平
幸
逢
泰
運
、
猥

列
崇
班
。
愚
心
所
企
、
欲
罷
不
能
」（
行
平
幸
に
泰
運
に
逢
ひ
、
猥み

だ

り

に
崇
班
に
列
す
。
愚
心
の
企く

は
だ

つ
る
所
、
罷
め
む
と
欲
す
る
も
能
は
ず
（

と
あ
る
の
は
、「
愚
心
」
が
企
図
す
る
こ
と
は
、
止や

め
よ
う
と
し
て
も

止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
道
真
の
詩
友
、
紀
長
谷
雄
の
「
法
皇
請
レ

停
二
封
戸
一
書
」（
同
巻
七
・
181
（
に
「
手
詔
再
到
、
不
許
所
辞
。
驚
而

又
悶
、
欲
罷
不
能
」（
手
詔
再
び
到
り
、
辞
す
る
所
を
許
さ
ず
。
驚
き

て
又
悶
ふ
、
罷
め
む
と
欲
す
る
も
能
は
ず
（
は
、
封
戸
を
辞
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
ず
、「
驚
」
き
「
悶
」
え
て
、
止
め
よ
う
に
も
止
め
ら
れ
な

い
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
自
分
が
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
な
心
情
に
な
る
、

そ
の
よ
う
な
意
志
・
意
図
に
な
る
こ
と
を
、
止
め
よ
う
と
し
て
も
止
め

ら
れ
な
い
、
の
意
で
あ
っ
て
、
出
典
の
『
論
語
』
を
踏
ま
え
た
用
法
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
「
状
」
の
「
欲
罷
不
能
」
を
、
他
人
（
朱
褒
（
の
意
図
を
退

け
よ
う
に
も
退
け
ら
れ
な
い
と
は
解
釈
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
欲
罷
不
能
」
を
と
ら
え
れ
ば
、
そ
の
主
語
が
中
瓘
や

朱
褒
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
は
地
の
文
で
あ
り
、
太
政
官
側
の
意
志

と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
牒
」で「
欲
罷
不
能
」と
さ
れ
る
対
象
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
中

瓘
書
状
、
事
理
所
至
、
欲
罷
不
能
」
と
あ
る
、「
中
瓘
書
状
、
事
理
所
至
」
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を
、
先
に
掲
げ
た
通
り
、
石
井
ｂ
は
、「
中
瓘
の
書
状
で
は
、
朱
褒
の

道
理
に
基
づ
く
決
意
は
固
く
」
と
解
し
、
渡
邊
は
「
中
瓘
の
書
状
に
よ

れ
ば
、（
…
…
朱
褒
の
意
志
は
（
道
理
に
叶
っ
て
い
て
」
と
、
い
ず
れ
も
、

中
瓘
の
書
状
に
基
づ
け
ば
、
朱
褒
の
道
理
が
叶
っ
て
い
る
と
、「
事
理

所
至
」
の
主
語
を
朱
褒
の
決
意
・
意
志
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、

両
論
の
如
く
「
中
瓘
の
書
状
で
は
」「
中
瓘
の
書
状
に
よ
れ
ば
」
と
解

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
「
拠0

中
瓘
書
状
」
と
で
も
あ
る
べ
き
だ
ろ

う
。「
牒
」
の
構
文
に
従
え
ば
、「
事
理
所
至
」
の
主
語
は
、
そ
の
ま
ま

「
中
瓘
書
状
」
と
見
る
べ
き
で
、
つ
ま
り
、
中
瓘
の
書
状
は
道
理
に
適
っ

て
い
る
、
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
中
瓘
の
書
状
は
何
が
道
理

に
適
っ
て
い
る
の
か
。「
状
」
に
よ
れ
ば
、
書
状
は
、
朱
褒
の
遣
唐
使

派
遣
を
告
げ
な
が
ら
も
、
唐
の
凋
弊
を
詳
細
に
知
ら
せ
、
遣
唐
使
は
停

止
す
べ
き
だ
と
意
見
し
た
内
容
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
道
理
に
適
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
承
け
て
「
欲
罷

不
能
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
対
象
は
遣
唐
使
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
牒
」
は
、
こ
の
前
文
に
、
朱
褒
の
宿
懐
は
「
旧
典
」
に
鑑
み
れ
ば

難
し
い
が
、
決
し
て
疑
わ
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
朱
褒
の
遣
唐
使
派

遣
要
求
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。「
旧
典
」
と
は
、
君

主
が
臣
下
と
は
外
交
を
行
わ
な
い
と
い
う
通
念
で
あ
る
。
遡
れ
ば
『
礼

記
』
郊
特
牲
に
「
為
人
臣
者
無
外
交
。
不
敢
弐
君
也
」（
人
臣
為
る
者

は
外
交
無
し
。
敢
へ
て
君
に
弐
せ
ざ
る
也
（
に
基
づ
く
。
日
本
に
於
い

て
も
、
承
和
七
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
新
羅
の
臣
、
張
宝
高
が
遣
使

し
て
「
方
物
」（
地
方
の
産
物
（
を
献
上
し
て
き
た
が
、「
鎮
西
」
か
ら

「
追
却
」
し
た
、
と
大
宰
府
が
言
上
し
た
、
そ
の
理
由
が
「
為
人
臣
無

境
外
之
交
也
」（
人
臣
為
る
も
の
境
外
の
交
無
し
（（『
続
日
本
後
紀
』（

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皇
帝
の
臣
下
で
あ
る
朱
褒
と
は
外
交
を
行
な
え
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
朱
褒
の
宿
願
を
決
し
て
疑
わ
な
い

と
い
う
。
そ
の
直
後
に
「
中
瓘
消
息
、
事
理
所
至
、
欲
罷
不
能
」
と
あ

り
、
さ
ら
に
後
文
に
、
商
人
に
よ
る
朱
褒
の
、
天
子
に
忠
勤
が
愛
さ
れ

て
い
る
と
い
う
評
判
を
記
す
の
も
、
朱
褒
の
背
後
に
唐
皇
帝
を
意
識
し
、

陪
臣
朱
褒
の
宿
願
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
根
拠
に
し
よ
う

す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
陪
臣
と
外
交
は
で
き
な
く
と
も
皇
帝
と
は
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
噂
で
は
あ
っ
て
も
、
朱
褒
が
忠
臣
で
あ
る
と
い
う
風

聞
を
記
す
の
は
、
遣
唐
使
派
遣
へ
の
積
極
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
。
そ
れ
だ
け
「
牒
」
は
、
遣
唐
使
派
遣
を
前
提
に
し
て
い
る

と
い
え
る
。

　
「
牒
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
遣
唐
使
派
遣
へ
の
積
極
性
が
認
め
ら
れ
る
。

中
瓘
の
書
状
が
道
理
に
適
っ
て
い
て
、
中
瓘
の
遣
唐
使
停
止
の
意
見
に

は
従
う
べ
き
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
遣
唐
使
派
遣
の
計
画
は
止
め
よ
う

に
も
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
こ
こ
の
文
脈
で
あ
ろ
う
。
太
政
官
の

立
場
と
し
て
は
、
遣
唐
使
派
遣
を
実
行
に
移
し
た
い
の
で
あ
る
。

ｄ　
「
事
之
髣
髴
也
」

　

石
井
、
渡
邊
、
ま
た
訓
読
を
付
す
森
公
章（

12
（

ら
す
べ
て
、「
髣
髴
也
。」

と
句
点
で
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
対
句
構
成
を
見
れ
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。
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事
之
髣
髴
也
、
雖
得
由
緒
於
風
聞
、

苟
為
人
君
者
、
孰
不
傾
耳
以
悦
之
。

　

つ
ま
り
、
隔
句
対
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
事
之
髣
髴
也
」
で
句
切

ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
事
、
髣
髴
也
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
之
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
で
、「
事
」
が
「
髣
髴
」
と
す
る
こ
と
、
と
い

う
意
の
文
節
と
し
て
主
題
を
提
示
す
る
。「
也
」
は
強
調
の
助
辞
。「
事
」

は
上
文
で
述
べ
ら
れ
た
、
商
人
に
よ
る
朱
褒
の
評
判
を
指
し
、
そ
れ
が

「
髣
髴
」
で
あ
る
理
由
が
、「
得
由
緒
於
風
聞
」
で
あ
る
。
朱
褒
の
「
由

緒
」
を
「
風
聞
」
に
得
る
か
ら
、「
事
」
は
「
髣
髴
」
な
の
で
あ
る
。

石
井
は
「
事
之
髣
髴
」
を
「
良
く
状
況
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
解
す
が
、「
髣
髴
」
は
、『
楚
辞
』
遠
遊
に
「
時
髣
髴
以
遙
見
兮
」

（
時
に
髣
髴
と
し
て
以
て
遙
か
に
見
ゆ
（
と
あ
る
例
が
古
く
、
は
っ
き

り
せ
ず
ぼ
ん
や
り
と
し
て
る
こ
と
。
後
漢
の
張
衡
「
西
京
賦
」（『
文
選
』

巻
二
（
に
「
鄙
生
生
乎
三
百
之
外
、
伝
聞
於
未
聞
之
者
、
曾
髣
髴
其
若

夢
、
未
一
隅
之
能
睹
」（
鄙
生
三
百
の
外
に
生
ま
れ
、
未
だ
聞
か
ざ
る

者
を
伝
へ
聞
き
、
曾す

な
は

ち
髣
髴
と
し
て
其
れ
夢
の
若ご

と

く
、
未
だ
一
隅
を

睹み

る
能
は
ず
（
と
あ
る
の
は
、「
髣ぼ

ん

髴や
り

」
と
し
て
い
て
夢
の
よ
う
だ
、

と
い
う
。
道
真
「
分
二
感
応
一
」（『
菅
家
文
草
』
巻
八
（
の
「
道
之
髣
髴
、

若
亡
而
又
若
存
」（
道
の
髣
髴
た
る
、亡
き
が
若
く
し
て
又
存あ

る
が
若
し
（

は
、「
牒
」
と
近
似
し
た
構
文
だ
が
、「
道
」
が
「
髣
髴
」
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
、
と
い

う
。「
牒
」
で
は
、
朱
褒
の
事
が
「
髣
髴
」
で
あ
る
の
は
、「
由
緒
を
風

聞
に
得
た
」
か
ら
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
髣
髴
」
は
、
先
述
の
例
の

よ
う
に
、
ぼ
ん
や
り
と
明
確
で
な
い
の
意
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
君
子
は
耳
を
傾
け
て
喜
ぶ
と

い
う
の
で
あ
る
。

ｅ　

牒
の
概
要

　
「
牒
」
は
、
宇
多
の
勅
に
よ
っ
て
道
真
が
太
政
官
の
立
場
で
執
筆
し

た
文
章
で
あ
る
。
中
瓘
の
書
状
を
受
け
取
り
、
中
瓘
の
誠
を
称
え
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
が
、
温
州
刺
史
朱
褒
が
使
者
を
日
本
へ
派
遣
し
た
も
の

の
、「
旧
典
」
に
従
う
限
り
、
朱
褒
の
宿
願
で
あ
る
遣
唐
使
派
遣
は
直

接
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
し
か
し
、
決
し
て
朱
褒
を
疑
う
こ
と
は
な

い
、
と
も
い
う
。
だ
か
ら
使
者
が
来
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
に
し
て

も
、
使
者
に
そ
の
旨
を
弁
明
し
よ
う
と
い
う
後
半
に
繋
が
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
牒
」
で
は
、
で
き
る
限
り
朱
褒
の
宿
願
に
沿
う
姿
勢

が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
瓘
の
書
状
で
詳
細
且
つ
論
理
を

尽
く
し
て
述
べ
ら
れ
た
遣
唐
使
停
止
の
意
見
を
退
け
る
の
で
あ
る
。
止

め
よ
う
と
し
て
も
止
め
ら
れ
な
い
の
だ
。「
中
瓘
の
消
息
、
事
理
至
る

所
な
る
も
、
罷や

め
む
と
欲
す
れ
ど
も
能
は
ず
」
は
そ
れ
を
明
確
に
主
張

し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
商
客
」
の
言
葉
を
記
し
て
、
風
聞
で
は
あ
る

も
の
の
、
天
子
に
忠
勤
を
愛
さ
れ
て
い
る
朱
褒
の
存
在
を
示
す
。
こ
れ

も
、
た
と
え
風
聞
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
朱
褒
が
天
子
に
愛
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
陪
臣
朱
褒
の
背
後
に
皇
帝
を
意
識
し
て
、
朱
褒
の

宿
願
＝
遣
唐
使
派
遣
を
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
意
思
を
表
し
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
風
聞
」
で
あ
っ
て
も
、「
人
君
」
は
耳
を
傾
け
る
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べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
褒
が
陪
臣
な
の
で
、
直
接
の
対
応
は

で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
事
情
を
朱
褒
の
使
者
が
来
た
ら
弁
明
し
よ
う

と
い
う
。
遣
唐
使
派
遣
は
決
定
し
た
も
の
の
、
災
厄
が
し
き
り
と
起
こ

り
、
準
備
が
難
し
く
、
派
遣
は
延
期
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
朱
褒
か

ら
派
遣
へ
の
疑
念
が
呈
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
点
を
伝
え
る
よ
う
に
と
、
中

瓘
に
命
じ
る
の
で
あ
る
。

　

本
「
牒
」
は
、
太
政
官
側
の
遣
唐
使
に
対
す
る
強
い
意
思
が
窺
わ
れ

る
。
噂
で
し
か
聞
か
な
い
朱
褒
の
評
判
を
特
筆
大
書
し
て
い
る
と
こ
ろ

な
ど
、
と
に
か
く
遣
唐
使
派
遣
の
理
由
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　

道
真
の
二
篇
の
文
章
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
。
中
瓘
書
状
の
内

容
で
、
大
唐
の
「
凋
弊
」
と
「
安
和
」
の
矛
盾
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

が
、
文
体
を
検
討
す
る
こ
と
で
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
解

釈
に
議
論
が
あ
っ
た
「
欲
罷
不
能
」
に
つ
い
て
も
、
出
典
を
明
ら
か
に

し
て
読
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、「
牒
」
に
は
遣
唐
使
派
遣
へ
の
積

極
性
が
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
牒
」
が
出
さ
れ
て
、
ひ
と
月
後
の
八
月
二
十
二
日
、
遣
唐
使
が
任

命
さ
れ
た
。
遣
唐
大
使
が
道
真
、
副
使
が
紀
長
谷
雄
で
あ
る
。
災
厄
も

落
ち
着
き
、
準
備
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

か
ら
二
十
日
餘
し
て
、
道
真
が
遣
唐
使
進
止
を
再
検
討
す
る
状
を
提
出

す
る
こ
と
に
な
る
。
道
真
は
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
遣
唐
使
へ

の
積
極
性
を
示
し
た
「
牒
」
を
執
筆
し
な
が
ら
、
遣
唐
使
の
再
検
討
を

促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
道
真
の
漢
詩
文
を
根
拠
に
、
道
真
が
渡
海
に

深
い
不
安
の
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
次
稿
で
は

こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
論
と
同
じ
く
、
漢
詩
文
と
し
て
正
確
に

読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
再
検
討
を
行
い
、
道
真
が
「
状
」
を
提
出
し

た
心
情
を
推
測
し
た
い
と
思
う
。

注（1
（
鈴
木
靖
民
「
遣
唐
使
の
停
止
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
古
代
対
外
関

係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
五
年
、
一
九
七
五
年
初
出
（。

（
2
（
増
村
宏
「
遣
唐
使
停
廃
の
諸
説
―
鈴
木
靖
民
氏
の
論
説
―
」（『
遣
唐
使

の
研
究
』
同
朋
舍
出
版
・
一
九
八
八
年
、
一
九
七
六
年
初
出
（。

（
1
（「
旅
僧
」
か
と
も
さ
れ
る
が
、
通
説
の
よ
う
に
、
土
地
を
旋め
ぐ

る
僧
と
解
し

て
お
く
。

（
4
（
底
本
「

」
を
『
本
朝
文
集
』
に
従
っ
て
改
め
る
。
こ
の
茶
の
実
際
に

つ
い
て
は
、
本
文
の
問
題
を
含
め
議
論
が
あ
る
が
、
増
村
「
遣
唐
使
の
停
止

に
つ
い
て
」（
鹿
大
史
学
21
・
一
九
七
三
年
（
が
『
本
朝
文
集
』
に
従
い
、

茶
に
微
量
な
龍
脳
が
ま
ぜ
ら
れ
た
も
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
、
増
村

自
身
の
「
菅
家
文
草
の
史
料
」
が
こ
れ
を
否
定
し
、「
産
地
名
に
譌
字
が
あ

る
も
の
か
、
ま
た
は
俗
字
に
よ
る
品
名
と
考
察
す
る
よ
り
外
は
な
い
で
あ
ろ

う
」
と
す
る
。
石
井
ｂ
は
、『
冊
府
元
亀
』
に
「
脳
源
茶
」
が
見
え
る
こ
と

か
ら
こ
れ
に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
。
東
野
治
之
『
遣
唐
使
』（
岩
波
新
書
・

二
〇
〇
七
年
（「
第
4
章　

往
来
し
た
品
々
」
は
、『
冊
府
元
亀
』
の
他
に
『
十
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国
春
秋
』
を
引
き
、
さ
ら
に
敦
煌
文
献
に
舟
偏
を
「
月
」
の
よ
う
に
書
く
例

が
あ
り
、
舟
偏
と
ニ
ク
ヅ
キ
が
入
れ
替
わ
っ
て
書
か
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、

「
脳
」
と
「

」
は
同
字
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
に
従
っ

て
校
訂
す
る
。

（
5
（
な
お
こ
の
語
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
内
宴
の
起
源
―
「
弘
仁
の
遺
美
」
か
「
太

宗
の
旧
風
か
」
―
」（
女
子
大
国
文
158
・
二
〇
一
六
年
（
を
参
照
。

（
6
（
朱
褒
は
、「
黄
巣
の
乱
を
契
機
に
浙
東
地
方
に
台
頭
し
、
温
州
刺
史
に
は

中
和
元
年
（
元
慶
六
・
八
八
二
（
頃
か
ら
大
順
元
年
（
寛
平
二
・
八
九
〇
（

頃
ま
で
在
任
し
、
そ
の
後
天
復
元
年
（
延
喜
元
・
九
〇
一
（
に
再
任
さ
れ
た

が
、
翌
年
（
九
〇
二
年
（
に
死
去
し
た
。
こ
の
間
、
兄
弟
で
温
州
刺
史
を
務

め
、
同
地
方
の
実
力
者
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
」（
石
井
ｂ
（。

（
7
（『
扶
桑
略
記
』
寛
平
六
年
五
月
条
に
「
唐
客
含
レ
詔
入
朝
」
と
あ
る
。
但
し
、

『
日
本
紀
略
』
に
は
「
渤
海
使
裴
頲
」
と
あ
る
。
増
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

渤
海
使
来
朝
の
際
は
存
問
使
が
任
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
五
月
に
は
そ
れ
が
な

く
、
同
年
十
二
月
二
十
九
日
に
伯
耆
国
に
来
着
し
た
裴
頲
に
つ
い
て
は
、
存

問
使
が
翌
正
月
二
十
二
日
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
裴
頲
の
来
着
は
十
二
月
で

あ
り
、
五
月
と
す
る
の
は
『
紀
略
』
の
誤
り
で
、
こ
の
「
唐
客
」
が
王
訥
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
唐
客
は
「
詔
を
含
」
ん

で
来
朝
し
た
。
こ
こ
に
も
議
論
が
あ
る
が
、
渡
邊
の
「
彼
（
＝
王
訥
（
は
唐

室
の
も
と
に
日
本
の
朝
貢
使
を
導
こ
う
と
い
う
朱
褒
の
意
志
を
伝
え
て
い
る

の
で
あ
り
、
日
本
側
で
は
、
実
態
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
背
後
に
唐
皇
帝
の

存
在
を
意
識
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
が
参
考
に
な
ろ
う
。

（
8
（「
中
瓘
表
」
は
「
状
」
に
触
れ
ら
れ
た
「
録
記
」
で
あ
る
。
こ
の
「
牒
」

で
、「
上
表
」「
状
」「
消
息
」
と
あ
る
が
、
す
べ
て
「
録
記
」
と
同
一
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
石
井
ｂ
参
照
。

（
9
（
森
公
章
『
遣
唐
使
の
光
芒　

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
使
者
』（
角
川
撰
書
・

二
〇
一
〇
年
（「
Ⅶ　

遣
唐
使
に
あ
と
に
続
く
も
の
」
も
訓
読
文
に
「
～
と
」

を
補
い
「
表
」
の
引
用
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

（
10
（
坂
本
太
郎
『
菅
原
道
真
』（
人
物
叢
書
・
吉
川
弘
文
館
・
一
九
六
二
年
（「
第

五　

顕
栄
の
座
へ
」。

（
11
（
高
木
訷
元
『
空
海
と
最
澄
の
手
紙
』（
法
蔵
館
・
一
九
九
九
年
（
の
番
号

に
よ
る
。

（
12
（
森
前
掲
書
。

〔
引
用
本
文
〕

菅
家
文
草
―
元
禄
十
三
年
版
本

本
朝
文
粋
―
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
（

類
聚
国
史
・
日
本
三
代
実
録
―
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
（

高
野
雑
筆
集
―
定
本
弘
法
大
師
全
集
（
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
（

文
選
―
中
国
古
典
文
学
叢
書
（
上
海
古
籍
出
版
社
（

白
氏
文
集
―
四
部
叢
刊
。
花
房
英
樹
「
綜
合
作
品
年
表
」（『
白
氏
文
集
の
批
判

的
研
究
』
彙
文
堂
書
店
（
の
作
品
番
号
を
付
し
た
。

論
語
義
疏
―
中
国
思
想
史
資
料
叢
刊
（
中
華
書
局
（

　

そ
の
他
は
、
四
部
叢
刊
、
全
唐
文
な
ど
通
行
の
叢
書
類
に
よ
っ
て
い
る
。
な

お
、
引
用
本
文
中
、〈　

〉
は
割
注
を
、
…
…
は
省
略
を
示
す
。
漢
字
は
基

本
的
に
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。

�

（
た
き
が
わ
・
こ
う
じ　

京
都
女
子
大
学
教
授
（




